














排出量(t) 1145.37 414.77 98.82 15.7 3.3 7.47 0.17 0.2 0.02

①産業廃棄物発生量 1100 400 95 13 2 6 0 0 0

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項【前年度（令和３年度）実績】
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≪会社の概要≫

（１） 会　社　名 開発建設株式会社

（２） 所　在　地 鳥取市吉成南町一丁目２７番１号

（３） 計画期間 令和4年４月１日～令和5年３月３１日

≪当該事業場において現に行っている事業の概要≫

（１） 事業の種類 総合建設業

業　　種 (建設業) 土木工事業・ほ装工事業・建築工事業・とび、土工工事業

塗装工事業・管工事業・水道施設工事業・造園工事業

（２） 事業の規模 昨年度の元請完成工事高 千円

（３） 従業員数 ２８人

（４） 産業廃棄物の一連の処理工程

【がれき類（アスファルトくず）】 【紙くず】

　・　再生処理業者へ委託　→　再生骨材として再資源化 　・　再生処理業者へ委託　→　原料として再資源化

【がれき類（コンクリートくず）】 　・　再生できないものは最終処分委託　→　埋立

　・　再生処理業者へ委託　→　再生骨材として再資源化 【廃プラスチック】

【木くず】 　・　再生処理業者へ委託　→　燃料として再資源化

　・　再生処理業者へ委託　→　燃料として再資源化 　・　再生できないものは最終処分委託　→　埋立

　・　再生できないものは最終処分委託　→　埋立 【建設混合廃棄物】

【金属くず】 　・　再生処理業者へ委託　→　燃料として再資源化

　・　再生処理業者へ委託　→　原料として再資源化 　・　再生できないものは最終処分委託　→　埋立

¥321,250



≪産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項≫

　代表取締役　藤原秀光

　常務取締役　稲垣慎樹　　　　

　・廃棄物処理方針の策定

　・廃棄物処理に関する各種事項の決定、承認

役 　・廃棄物処理計画の作成

　・廃棄物管理状況の把握と改善策の検討

　・再利用業者の選定及び管理

　・委託契約の締結

　・産業廃棄物管理票の交付・管理

割 　・監督官庁への各種報告

　・各作業所に対する情報提供

　・その他関係する事項

代表取締役

藤原秀光
作業所工事部

統括責任者

産廃担当者

廃棄物処理

統括責任者

廃棄物担当者

廃棄物管理組織

作業所

作業所

総務部

営業部



≪産業廃棄物の排出の抑制に関する事項≫

（１） 　現　状

【前年度（令和4年度）実績】

（これまでに実施した取り組み）

　・　資材のプレカット等による現場搬入数量の適正化、現場での分別の徹底、梱包材の再生利用等により削減に努めた。

　　　

（２） 　計　画

【　目　標　】

（今後実施する予定の取組）

　・　発注者側の設計図書により発生量が積算されている場合は発生抑制が難しいが、これまでの取組をさらに徹底させ発生抑制を図る。

　　　

≪産業廃棄物の分別に関する事項≫

（１） 　現　状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

　・　排出するすべての産業廃棄物において、再生利用できるものは分別を徹底する。

（２） 　計　画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

　・　中間処理業者のための分別を徹底する。

1.0 ｔ　 3.0 ｔ　 0 ｔ　 5.0 ｔ　

 廃プラスチック類 混合 金属くず 紙くず
ガラスくず、小型

等

排出量 155.5 ｔ　 65.0 ｔ　 65.0 ｔ　 3.0 ｔ　

158.36 ｔ　

産業廃棄物の種類

排出量

産業廃棄物の種類 アスファルトくず コンクリートくず

混合

0 ｔ　 1.04ｔ　

木くず

ガラスくず、小型
等

7.2 ｔ　

金属くず 紙くず

0 ｔ　 0 ｔ　

 廃プラスチック類コンクリートくず

67.3 ｔ　69.45 ｔ　

木くずアスファルトくず



≪産業廃棄物の処理の委託に関する事項≫

（１） 　現　状

【前年度（令和4年度）実績】

（これまでに実施した取り組み）

　・　再生利用可能なものは、再生利用業者へ委託している。

（２） 　計　画

【　目　標　】

（今後実施する予定の取組）

　・　可能な限り、再生利用業者へ委託する。

0 ｔ　

0 ｔ　 0 ｔ　

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への

処　理　委　託　量
0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　

3.0 ｔ　 0 ｔ　 5.0 ｔ　

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　

ガラスくず、小型
等

7.2 ｔ　

紙くず

0 ｔ　

金属くず

金属くず 紙くず
ガラスくず、小型

等

0 ｔ　

産業廃棄物の種類 アスファルトくず コンクリートくず 木くず  廃プラスチック類 混合

全　処　理　委　託　量 155.0 ｔ　 65.0 ｔ　 65.0 ｔ　 3.0ｔ　 1.0 ｔ　 3.0 ｔ　 0 ｔ　 5.0 ｔ　

7.2 ｔ　

0 ｔ　 0 ｔ　

0 ｔ　

混合

1.04 ｔ　
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0 ｔ　
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産業廃棄物の種類
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認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への

処　理　委　託　量

0 ｔ　 0 ｔ　

158.36 ｔ　

0 ｔ　

0 ｔ　

69.45 ｔ　

0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　

0 ｔ　

67.30 ｔ　 0 ｔ　 1.04 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　

0 ｔ　

0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　

0 ｔ　 0 ｔ　

0 ｔ　 0 ｔ　
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0 ｔ　 0 ｔ　 0 ｔ　

再生利用業者への
処　理　委　託　量

155.0 ｔ　 65.0 ｔ　 65.0 ｔ　 3.0ｔ　

優良認定業者への
処　理　委　託　量

0 ｔ　

1.0 ｔ　

0 ｔ　 0 ｔ　


